
原則として1年以上県内に事業所を有し、引き続き
同一の事業の営んでいる中小企業者であって、本
制度の一般分、緊急経営安定支援分に該当するも
の（具体的な要件は保証制度要綱をご参照くださ
い）

８，０００万円

７年以内

２年以内

必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。


